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１ 開  会 

 

２ あいさつ 
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  (1) 委員長の選出について 

  (2) 令和３年度の実施状況について                 【資料１】 

(3) 令和４年度の取組方針（案）について             【資料２】 

５ そ の 他            

(5) 第２回多面的機能支払制度推進委員会の開催について      【資料３】 

 

６ 閉  会 
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【資料１】 

令和３年度の実施状況について 
 

１ 農地維持支払 

(1) 令和３年度の取組面積は、約７万６千haとなっており、令和２年度から772ha 

の増となっている。 

 (2) 農振農用地面積に占める取組面積の割合（カバー率）49％は、東北平均 54％

から見て、やや下回っているが、地目別で見ると、水田は76％（東北平均69％）、

畑・草地は 13％（東北平均 13％）と水田での取組が活発。 

(3) 一方で、畑・草地での取組面積は令和２年度から 185ha の増となっており、

これまでの畑・草地における推進活動の効果が出てきている。 

 (4) なお、地域別で見ると、県南地域の 67％に対し、県北・沿岸地域では、それ

ぞれ７％・21％となっており、引き続き取組拡大に向けての対策が必要。 

【市町村数、活動組織数、取組面積、カバー率】 

 

農地維持支払 増減  

対 R２年度 

Ｒ２年度実績 Ｒ３年度実績 

市町村数 33 33 0 0％ 

対象組織数 1,025 1,030 5 +0.5％ 

 広域活動組織 55 56 1 +1.8％ 

取組面積（ha） 75,047 75,819 772 +1.0％ 

 
水田 66,675 67,262 587 +0.9％ 

畑・草地 8,372 8,557 185 +2.2％ 

カバー率（％） 48 49 1 +2.1％ 

 
水田 75 76 1 1.3％ 

畑・草地 13 13 0 0％ 

【広域振興局管内別実績】 

広 域                                                                                      

振興局 

Ｒ３取組面積（ha） Ｒ３カバー率 Ｒ３純新規 
取組組織数   田 畑・草地       田 畑・草地 

盛 岡 19,219 16,083 3,136 45% 73% 29% 
八幡平市１ 
滝沢市１、雫石町１ 
紫波町１ 

県 南 51,483 47,998 3,485 67% 83% 36% 
花巻市２、北上市１ 
金ケ崎町１ 
奥州市１、一関市５ 

沿 岸 992 906 86 7% 32% 1% 大船渡市１ 

県 北 4,124 2,274 1,850 21% 45% 25% 久慈市 1 

計 75,819 67,262 8,557 49% 76% 13% 16 

※端数処理により合計額が一致しない場合がある。 
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【市町村別カバー率】 

〔令和２年度〕 

 

 

 

〔令和３年度〕 

 

 

 

２ 資源向上支払 

(1) 資源向上支払（共同活動） 

  ア 資源向上支払（共同活動）については、約７万１千 ha(867 組織)で実施。 

  イ 令和２年度に比べ取組面積は 967ha 増、活動組織数は 10 組織増。 

  ウ カバー率は 46％で前年比に比べ１％の増加。 

【市町村数、活動組織数、取組面積、カバー率】 

 
資源向上支払（共同） 

増減  

対 R２年度 

Ｒ２年度実績 Ｒ３年度実績 

市町村数 29 29 0 0％ 

対象組織数 857 867 10 +1.2％ 

 広域活動組織 53 54 1 +1.9％ 

取組面積（ha） 69,536 70,503 967 +1.4％ 

 
水田 61,814 62,555 741 +1.2％ 

畑・草地 7,722 7,948 226 +2.9％ 

カバー率 45 46 1 +2.2％ 

 
水田 70 71 1 +1.4％ 

畑・草地 12 12 0 0％ 

①  

② 

 

 

④ 

 

割合
（%）

凡例

75～100

50～75

25～50

～25

0 なし

割合
（%）

凡例

75～100

50～75

25～50

～25

0 なし
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 (2) 資源向上支払（長寿命化活動） 

  ア 資源向上支払（長寿命化）については、約５万８千 ha（746 組織）で実施。 

  イ 令和２年度に比べ、取組面積は約 6 百 ha 増、活動組織数は８組織増。 

  ウ カバー率は 37％で前年度の横ばい。 

【市町村数、活動組織数、取組面積】 

 
長寿命化 

増減  

対 R２年度 

Ｒ２年度実績 Ｒ３年度実績 

市町村数 27 28 1 +3.7％ 

対象組織数 738 746 8 +1.1％ 

 広域活動組織 51 52 1 +2.0％ 

取組面積（ha） 56,946 57,572 626 +1.1％ 

 
水田 50,876 51,353 477 +0.9％ 

畑・草地 6,070 6,220 150 +2.5％ 

カバー率 37 37 1 +1.8％ 

 
水田 57 58 1 0％ 

畑・草地 9 9 0 0％ 

 

３ 基本的取組事項 

(1) 交付金の適正な事務処理について 

市町村担当者会議等の場を通じ、他県での不適切な事務処理事例を紹介する

とともに、市町村が行う説明会や中間指導を通じて、制度の周知・啓発を継続

した結果、現時点では令和３年度の取組における不適切な事案は報告されてい

ない。 

(2) 計画期間満了組織への啓発について 

県内の全活動組織の５％にあたる 52 組織が、令和３年度に再認定を受けるタ

イミングであったが、約９割の組織が再認定された。 
 

４ 重点取組事項 

(1) 活動再開に向けた推進活動について 

  ア 令和３年度は、県内で 45 組織が再認定を受け、新規組織が 16 組織あった

一方で、７組織が活動を断念している。 

イ 過年度に活動を断念した組織のうち、大船渡市の活動組織「板川長水利組

合」は、活動再開に向けて市と連携しながら話し合いを行うことにより令和

３年度再開するなど、断念した組織においても再開に向け市町村と連携しな

がら話し合いに参加した。 

ウ 断念した組織には広域組織と合併することで事務の集約化による負担軽減

が可能となること、人材の融通が可能となること等のメリットを引く続き説

明していく。 
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(2) 草地の取組面積拡大に向けて 

  ア 本県の令和３年度の取組状況を地目別に見ると、水田のカバー率が全国平

均を大きく上回っている一方で、畑と草地（特に草地）のカバー率が低い状

況。 

  【活動組織数、取組面積、カバー率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※組織数の計は重複除きの実施組織数。 

   

イ 上記の状況を踏まえ、草地での取組面積拡大に向けて、令和２年度及び令

和３年度に新たに草地面積の拡大を見込む組織を有する市町村として、雫石

町と葛巻町から草地における取組内容の聞き取りを実施。草地で取り組む組

織では、草地につながる道路の草刈りや、補修等を実施している。 

ウ 令和３年度は、農振農用地における草地面積の割合が比較的高く、かつ草

地の未認定面積が大きい市町村（岩手町、葛巻町）と意見交換を行った。 

   

(3) 活動時の安全管理の徹底について 

ア 令和３年度は 19 件の事故が発生。事故の状況は下表のとおり。 

番号 発生日 市町村 性別 年齢 事故概要 備考 

1 4/18 花巻市 男 45 切り株に接触し足裂傷  

2 6/13 北上市 男 64 転落し肋骨骨折  

3 6/27 一関市 男 60 倒木が直撃し足骨折  

4 7/11 八幡平市 男 39 蜂刺され  

5 7/18 一関市 男 66 蜂刺され  

6 7/18 八幡平市 男 73 蜂刺され  

7 7/24 一関市 男 68 蜂刺され  

8 8/29 北上市 男 64 蜂刺され  

9 9/5 北上市 男 82 転落し頭部裂傷  

10 9/5 奥州市 男 71 転落し腰等打撲  

11 9/5 北上市 男 72 倒木が直撃した際転倒し恥骨骨折  

12 9/5 西和賀町 男 66 蜂刺され  

13 9/12 岩手町 男 35 蜂刺され  

14 9/26 一関市 女 74 蜂刺され  

15 12/2 一関市 男 71 ダンプトラック荷台に指を挟み裂傷  

16 12/5 一関市 男 76 トラックから転落し大腿骨脱臼  

区 分 
組織
数 

取組面積（ha）  
（農振農用地カバー率） 

水田 畑 草地 合計 

農地維持 
1,030 67,262 

（76％） 
6,607 

（22％） 
1,950 

（5％） 
75,819 

（49％） 
資源向上支払 
（共同活動） 

867 62,555 
（71％） 

6,124 
（20％） 

1,824 
（5％） 

70,503 
（46％） 

資源向上支払 
（施設の長寿命化） 

746 51,353 
（58％） 

5,089 
（17％） 

1,131 
（3％） 

57,573 
（37％） 

計 
1,047

※ 
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番号 発生日 市町村 性別 年齢 事故概要 備考 

17 1/31 北上市 男 68 枝が当たり裂傷  

18 2/5 一関市 男 83 草刈り機に接触し裂傷  

19 3/4 一関市 男 72 転落し膝にヒビ  

   

３ 希少野生動植物配慮について 

  令和３年度の委員会において、長寿命化対策工事に係る希少野生動植物の相談

窓口を設けるべきとの御意見を受け、以下のとおり対応済み。 
  ① 活動組織へ広報を通じて、希少野生動植物を発見した場合、移植等の相談 
   を行う場合は市町村の多面的担当者へ連絡するようお願いした。 
  ② 市町村及び県現地機関には、①を情報提供し周知を図った。 
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【資料２】 

令和４年度の取組方針（案）について 
１ 多面的機能支払交付金の実施見込み 

(1) 取組面積と活動組織数について 

令和４年度の農地維持支払の取組面積は、令和３年度の約７万５千haに比べ、1,322ha増の見

込みとなっている。 

【取組面積、活動組織数】 

 Ｒ３実績 Ｒ４見込 増減 

農地維持支払 
対象面積(ha) 75,819 76,129 310 

対象組織数 1,030 1,037 7 

資源向上支払 

（共同活動） 

対象面積(ha) 70,503 70,770 267 

対象組織数 867 871 4 

資源向上支払 

（施設の長寿命化） 

対象面積(ha) 57,573 58,258 685 

対象組織数 746 748 2 

 

２ 重点取組事項 

(1) 継続取組・新規取組の推進 

① 現状と課題 

ア 令和３年度は、52 組織において計画の再認定を受けるタイミングとなったが、再認定

を受けた組織が45組織、活動を断念した組織が7組織となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※再認定とは、令和２年度に計画期間の最終年を迎え、令和３年度から新たな計画の認定を受けることをいう 

 

純廃止組織

7組織

統合による廃止組織 統合による新規組織

4組織 0組織

R2活動組織 分離による廃止組織 分離による新規組織 R3活動組織

1,043組織 0組織 0組織 1,047組織

純新規組織

16組織

再認定対象組織　52組織

45組織

R2 R3

継続組織

986組織

再認定組織
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② 課題解決に向けた取組方向 

ア まずは、市町村が行う実績報告のヒアリングの場などを活用し、活動組織が抱える課

題の把握に努める。 

イ 市町村が課題に応じた支援策を適切に選択できるように、これまでの啓発及び支援で

行った内容について、以下のとおり整理の上、市町村担当者会議等で情報提供する。 

③ 課題に応じた具体的な支援策 

課 題 支 援 策 

・役員（事務員）の担い手不足 

・構成員の高齢化による活動自体の困難 

・構成員（地域住人）の減少 

・土地改良区との連携 

・地元の自治組織との連携 

・ＮＰＯ法人による事務の支援 

・市町村による合併先の斡旋 

・草地における取組拡大 

・県北・沿岸地域での拡取組大 

・草地カバー率が高い市町村等の事例を紹

介。 

・未導入集落や拡大志向の集落に対して導

入に向けた話し合い 

・長寿命化活動が完了 ・地域コミュニティの維持・活性化に取り

組む事例等を紹介 

 

(2) 岩手県農地・水環境保全向上活動モデル賞 

   多面的機能支払交付金の県内の模範となる優れた取組を行っている組織を表彰しており、 

  他組織の模範となることから受賞内容を広報等で周知している。 

   推薦数が減少していることから積極的な推薦するよう依頼予定。 

 

 (3) 活動時の安全管理の徹底について 

  【令和３年度の事故発生状況（再掲）】 

番号 発生日 市町村 性別 年齢 事故概要 備考 

1 4/18 花巻市 男 45 切り株に接触し足裂傷  

2 6/13 北上市 男 64 転落し肋骨骨折  

3 6/27 一関市 男 60 倒木が直撃し足骨折  

4 7/11 八幡平市 男 39 蜂刺され  

5 7/18 一関市 男 66 蜂刺され  

6 7/18 八幡平市 男 73 蜂刺され  

7 7/24 一関市 男 68 蜂刺され  

8 8/29 北上市 男 64 蜂刺され  

9 9/5 北上市 男 82 転落し頭部裂傷  

10 9/5 奥州市 男 71 転落し腰等打撲  

11 9/5 北上市 男 72 倒木が直撃した際転倒し恥骨骨折  

12 9/5 西和賀町 男 66 蜂刺され  

13 9/12 岩手町 男 35 蜂刺され  

14 9/26 一関市 女 74 蜂刺され  

15 12/2 一関市 男 71 ダンプトラック荷台に指を挟み裂傷  
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番号 発生日 市町村 性別 年齢 事故概要 備考 

16 12/5 一関市 男 76 トラックから転落し大腿骨脱臼  

17 1/31 北上市 男 68 枝が当たり裂傷  

18 2/5 一関市 男 83 草刈り機に接触し裂傷  

19 3/4 一関市 男 72 転落し膝にヒビ  

 
ア 令和３年度は、活動中における事故が19件発生しており、発生件数は増加している状況。 
イ 19 件の事故のうち、８件は蜂刺され事故となっている。年度当初に安全対策の通知をし

たところであるが、蜂が活発な季節に再度安全管理の周知徹底をしていく。 

ウ 新型コロナウィルス感染症拡大防止について、今後も以下のとおり、基本的な感染対

策を講じた上での実施を周知していく。 

 

 
○ 活動実施に当たり、構成員は少しでも体調が悪い場合は参加しないこと 

○ 作業を実施する際は、検温を行う、一定の間隔を置く、マスクを着用する。 
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【資料３】 

 

 

令和４年度第２回多面的機能支払制度推進委員会の開催について 

 
 
１ 開催概要について 

時 期 事  項 場  所 内      容 

９／１（木） 

（終日） 
第２回委員会 

現地 活動組織との意見交換 

県庁会議室 

（予定） 

中間評価報告書（案）の審査 

農地・水モデル賞地区選定に係る審査 

  ※詳細な行程予定は後日お知らせします。 

 

２ 現地調査における意見交換のポイント 

(1) 水田に加え、畑や草地も対象農地とし活動に取り組む組織を対象に、本交付金の効果につい

て、改めて、組織と意見交換を行う。 

(2) 調査対象組織において、本交付金を活用してどのような活動を行なっているが、農地の保全

にどう役立っているのか、仮に本交付金がなくなった場合はどうなるのか、などといった基本

部分について意見を交換。 

(3) また、女性の役員登用や非農家の参加割合の拡大等、活動のさらなる深化に向けた、現在の

取組状況や将来的な考えについて意見を交換。 
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岩手県多面的機能支払制度推進委員会設置要領 

 

 （趣 旨） 

第１ 多面的機能支払制度（以下「制度」という。）の実効性を検証し、その結果を翌年度

以降の取組みに反映させるため、岩手県多面的機能支払制度推進委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

 

 （所 掌） 

第２ 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

 (1) 制度の実効性について調査審議すること 

 (2) 活動組織の取組みについて評価及び指導、助言すること 

 

 （組 織） 

第３ 委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから農林水産部長が委嘱する。 

 (1) 政策等の評価に関する学識を有する者 

 (2) 農業・農村政策に関する学識を有する者 

 (3) 地域活動に関する学識を有する者 

３ 委員の任期は、令和７年度末とする。 

４ 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

 

 （委員長） 

第４ 委員会に委員長をおき、委員の互選とする。 

２ 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する

委員が、その職務を代理する。 

 

 （会 議） 

第５ 委員会は農林水産部長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

 

（庶 務） 

第６ 委員会の庶務は、農林水産部農村建設課において処理する。 

 

（補 則） 

第７ この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 19 年９月 20 日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成 24 年 4 月 16 日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成 26 年６月 23 日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成 27 年８月 21 日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成 29 年４月１日から施行する。 
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   附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 
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